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ひばりっこくらぶ保育園 重要事項説明書 

 

特定教育・保育の提供の開始に際して、あらかじめ、当園が説明しておくべき事項は、

次のとおりです。 

 

１ 運営主体 

名  称 社会福祉法人宿河原会 

所 在 地 川崎市多摩区宿河原６丁目４６番６号 

電 話 番 号 ０４４－８１１－１２５５ 

代 表 者 職 氏 名 理事長 久保田 和男 

 

２ 施設概要 

施 設 の 種 類 保育所 

施 設 の 名 称 ひばりっこくらぶ保育園 

施 設 の 所 在 地 川崎市多摩区宿河原６丁目３５番１６号 

電 話 番 号 ０４４－８４４－７４４８ 

施 設 長 園長 松浦 由里 

受 入 年 齢  生後５か月～小学校就学前 

利 用 定 員  乳児 ９人 １・２歳児 ３２人 ３歳以上児 ４９人 

開 設 年 月 日  平成１９年４月１日 

 

３ 施設の目的及び運営の方針  

  ひばりっこくらぶ保育園（以下「当園」という。）は、児童福祉法第３９条の規定に基

づき、以下の運営の方針に従って、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な

心身の発達を図ることを目的とします。 

（1） 当園は、保育の提供にあたり、利用する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を

積極的に増進することに最もふさわしい生活の場であるよう努めます。 

（2） 当園は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭と

の緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育園における環境を通し

て、養護及び教育を一体的に提供します。 

（3） 当園は、利用する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連

携を図りながら、利用する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対す

る支援等を行います。 

 

４ 設備の概要 

（1） 園舎等の概要 

敷 地 面 積 ８３２．８３㎡ 

園舎の構造・規模 鉄筋コンクリート造２階建て  

園 舎 面 積 ６４２．３６㎡ 

園 庭 面 積 ２１９．３８㎡ 
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（2） 主な設備 

設備 部屋数 面積 備考 

乳 児 室  １室 ３４．６㎡  ほふく室含む 

ほ ふ く 室  室 ㎡  

保 育 室  ３室 ２３０．９㎡  

遊戯室（ホール） １室 ５４．５㎡   

医 務 室  １室 ３．１㎡  

調 理 室  １室 ３６．０㎡   

事 務 室  １室 ２２．５㎡   

 

５ 職員の職種、員数及び職務の内容 

職種 員数 職務内容 

園長 １人 園務の統括  

副園長 １人 地域の子育て支援、人材育成  

主任保育士  ２人 保育の統括、保護者の育児相談  

主任栄養士  １人 食全般の統括、保護者の育児相談 

副主任保育士 ２人 乳児保育統括、幼児保育統括、イベントリーダー  

保育士 １５人 保育業務、環境整備 

看護師 １人 保育業務、健康管理業務 

栄養士 ４人 栄養管理、献立作成、給食調理  

調理員 人  

事務員 ２人 事務 

※上記職員の員数等は、利用する子どもの歳児と人数によって、実際の配置と異なる

場合があります。 

 

６ 保育の提供を行う日及び行わない日 

 

（1） 当園が保育の提供を行う日は、月曜日から土曜日までとします。 

ただし、国民の祝日及び年末年始（１２月２９日から１月３日まで）、年間数回、職員

の研修等で保育園を休園することがあります。年度によって異なりますので、その場

合は年度始めに年間行事予定で事前にお知らせします。 

（2） 土曜保育は、行事等、対象学年でなくても安全に行事が進行するよう努める都合上、

保育がないことがあります。  

別途お渡しする土曜日年間計画と合わせてご覧下さい。 

（3） 大型台風、災害、計画運休（電車が動かない）等、お休みのご協力をいただくこと

があります。 

※ 法改正に伴い、子どもたちの安全を守るため利用の仕方が変わることがあります。

ご理解ください。 
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７ 保育の提供を行う時間 

  当園が保育の提供を行う時間は、次のとおりとします。 

（1） 保育標準時間認定を受けた子どもの場合 

   ７時から１８時の範囲内で、保育を必要とする時間とします。 

実際に保育の提供を行う時間帯は、各世帯の保護者の就労時間その他の保育を必要

とする時間を勘案し、当園と協議のうえ個別に決定します。ただし、入園当初、一定

期間、児童が集団保育に慣れるために、保育の提供を保護者と共に行い時間を短くす

る「ならし保育」がありますので、御協力をお願いします。 

なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、

２０時までの範囲内で、時間外保育を提供します（時間外保育の利用にあたっては、

市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に、別途時間外保育料及び補食代が必要

となります）。 
 
※交通機関の遅延又は仕事で契約時間を超過した時の、延長又は特別緊急延長保育の詳

細は生活のしおりを御覧ください。 

※大型台風、災害、計画運休等（電車が動かない時）お休みのご協力を頂く場合があり

ます。 
 

（2） 保育短時間認定を受けた児童の場合 

８時３０分から１６時３０分までの範囲内で、保育を必要とする時間とします。 

実際に保育の提供を行う時間帯は、各世帯の保護者の就労時間その他保育を必要とす

る時間を勘案し、当園と協議のうえ個別に決定します。ただし、入園当初、一定期間、

児童が集団保育に慣れるために、保育の提供を保護者と共に行い時間を短くする「な

らし保育」がありますので、御協力をお願いします。 

なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、

７時から２０時までの範囲内で、時間外保育を提供します（時間外保育の利用にあた

っては、市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に、別途時間外保育料が必要と

なります）。 
 

※行事前日準備等、保育時間の協力を頂く場合があります。 

※大型台風、災害、計画運休等（電車が動かない時）お休みのご協力を頂く場合があり

ます。 

 

８ 提供する保育等の内容 

  当園が提供する保育等の内容は、次のとおりとします。 

（1） 特定教育・保育及び時間外保育の提供 

上記６及び７に記載する日及び時間において、保育の提供を行います。 

（2） ３歳以上児への主食の提供 

３歳以上児に対しても、別途主食代を受領し、主食の提供を行います。 

（3） レンタル服の実施 

   「生活のしおり」記載の通り、園で過ごす衣類等は、入園から卒園まで全てレンタ

ル服になります。別途レンタル利用料が必要になります。 
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９ 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及び金額 

（1） 特定教育・保育に係る利用者負担額（保育料）教育・保育給付認定を受けた市町村

に対し、当該市町村が定める保育料をお支払いいただきます。 

ただし、２号認定子どもは除く。 

（2） その他保育等の提供に要する実費徴収額等 

（1）に掲げる保育料のほか、別表に掲げる費用を御負担いただきます。  

 お支払方法は、別途お知らせします。 
 

10 利用の開始及び終了に関する事項 

（1） 当園の利用は、市町村から特定教育・保育の実施について委託を受けたときに、開

始するものとします。 

（2） 当園の利用は、利用する子どもが小学校に就学するとき、利用する子どもの保護者

が児童福祉法その他の関係法令に定める保育を必要とする要件に該当しなくなった

とき、又は、その他利用の継続について重大な支障もしくは困難が生じたときに、終

了するものとします。 
 
11 嘱託医 

  当園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。 

（1） 内科 

医 療 機 関 の 名 称 豊田クリニック 

医 師 名 豊田 博史  

所 在 地 川崎市多摩区登戸３２００ 

電 話 番 号 ０４４－９３３－７７５５ 

 

（2） 歯科 

歯 科 医 師 名 又井 由紀子 

所 在 地 川崎市多摩区宿河原６丁目３８番３号 プリムタザワ１Ｆ 

電 話 番 号 ０４４－８２２－８２８６ 
 
 
12 緊急時等における対応方法 

当園は、特定教育・保育の提供を行っているときに、利用する子どもに体調の急変が

生じた場合や事故が発生した場合には、速やかに当該子どもの保護者及び市に連絡をす

るとともに、当該子どものかかりつけの医療機関のほか以下の医療機関に受診させる等

の必要な措置を講じるものとします。 

受 診 医 療 機 関 医療機関名：金子整形外科 
診療科：整形外科 
所在地：川崎市高津区久地４丁目２４番３０号 
電話番号：０４４－８５０－０１０５ 
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13 非常災害対策 

非 常 時 の 対 応 
別途定める消防計画や災害対応マニュアル等により対応いた

します。 

避 難 ・ 備 蓄 用 品 

・避難用リュック   有  ・備蓄米・食糧   有 

・ミネラルウォーター 有  ・懐中電灯     有 

・非常用電源     有  ・毛布       有 

・防災ヘルメット   有  ・マスク、軍手等  有 

・防災靴       有  ・防災シート    有 

・医療品等      有  ・簡易トイレ    有 

緊急時の伝言方法 コドモン一斉送信、緊急時災害用伝言ダイヤル等  

避 難 場 所 長尾小学校（川崎市多摩区長尾７丁目２８番１号） 

 

14 虐待等の防止のための措置 

当園は、利用する子どもの人権の擁護と虐待の防止を図るため、責任者を設置する等

の必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じ

るものとします。 

 

15 苦情・要望等に係る相談窓口  

当園では、苦情・要望等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

当 園 相 談 窓 口 ・苦情受付担当者 主任保育士 江川 千恵 

・苦情解決責任者 園長 松浦 由里 

苦情・要望等の御相談は、直接又はお電話にて担当者までお申

し出ください。また、御意見箱も御利用ください。 

第 三 者 委 員 奥村 寿之  
電話番号 ０４４－４１１－１１２２ 

役職・肩書等 （社福）多摩福祉会理事長 

 

16 利用者に対する保険内容 

当園では、以下の保険に加入しています。 

保 険 の 種 類 日本スポーツ振興センターの児童災害共済 

保 険 の 内 容 医療費総額５，０００円以上の場合に適用 
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17 その他利用にあたっての留意事項 

禁止事項・制限事項 

・駐車場は５台です。空き待ち駐車は、近隣の迷惑になるため  
 できません。 
・駐車場、駐輪場内でのトラブルは、当園は一切責任を負いま

せん。 
・当園では、川崎市健康管理委員会の承認がない限り、投薬は

行いません。 
・他の利用者に対する一切の宗教活動、政治活動及び営利活動

はお止め下さい。 
 

 

18 保育料の無償化について 

① 令和元年１０月 1 日より３歳児クラス～５歳児クラス（幼児）の保育料が無償化さ

れました。  

② 従来、保育料に含まれていた副食費（４，５００円）は、令和元年１０月分より実

費負担になります。 

③ 給食費（主食費・副食費）以外の延長保育料や日用品の実費徴収分は無償化の対象

外です。 

④ 無償化の対象期間は、小学校就学前の３年間です（５歳児クラスの満６歳児も対象

です）。 

 

19 従来通りについて 

① ０歳～２歳児までの住民税非課税世帯の子どもの保育料は無償化です。 

② 生活保護世帯の補足給付事業は継続されます。 

 

 

20 給食費・レンタル料・延長保育料の徴収について  

① 令和元年１０月分より保育料に含まれていた幼児クラスの副食費（月額４，５００

円）を当園で徴収する事になります。副食費・レンタル利用料（月額６，０００円）

をまとめて合計１０，５００円（月額）を下記口座に毎月１５日までにお支払いく

ださい。 

※延長保育申請者の支払先も下記の口座になります。 

延長保育の解除忘れは、その月の利用がなくても登録として、料金は頂きます。 

  

セレサ川崎農業協同組合久地駅前支店 

普通預金 ０００２３６３ 

ひばりっこくらぶ保育園 代表 久保田和男  

 

② 年収３６０万円未満相当世帯の子ども、第３子以降の子どもは、副食費の徴収を免

除されます。 

③ 月一回でも利用が有れば副食費４，５００円とレンタル利用料６，０００円を徴収

させていただきます。 
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④ 副食費の滞納については、当園よりお支払いの依頼を致しますが、滞納が続く場合

は、川崎市より連絡する事があります。 

 
  令和  年  月  日  

                    保育園名：ひばりっこくらぶ保育園 

                         園長 松浦 由里 

 

私は、本書面に基づき、重要事項の説明を受け、あらかじめ、ひばりっこくらぶ保育

園の特定教育・保育の提供の開始について、同意しました。 

 
  令和  年  月  日  

保護者住所：                

  保護者氏名：             印  

児童氏名：                 

  児童から見た続柄：             

 



8 

※なお、この同意書に基づき使用する全ての個人情報は、その必要性が無くなったとき、 

 速やかに（シュレッダーによる裁断後）破棄いたします。 

 

個人情報使用同意書 

  

 特定教育・保育の提供に際して、利用児童及びその保護者等に係る個人情

報について、以下の目的のために、必要最小限の範囲内において使用するこ

とに同意します。 

 

・保育園専用マネジメントシステム（コドモン ）による運営に必要となる 

 情報を運営サーバーとの間で共有する。 

・ 小学校への円滑な移行・接続が図れるよう卒園にあたり、入学する予定

の小学校との間で情報を共有する。 

・ 他の保育所等へ転園する場合において、他の施設との間で必要な連絡調

整を行う。 

・ 利用児童の体調の変化や怪我等で保護者に連絡をとる。 

・ 緊急時において病院その他の関係機関に対し必要な情報提供を行う。 

・ 当保育園での保育や行事の写真を撮影し園内掲示および、コドモンを用い

た写真配信を通して、利用児童の日々の様子を保護者に伝える。 

・ 特定の行事において業者による写真撮影を行い、保護者に販売する。 

・ 機関誌及び保育雑誌による取材等に必要な写真撮影を行う。 

 

 ひばりっこくらぶ保育園 園長 松浦 由里 様 

 令和  年  月  日 

保護者住所：                 

保護者氏名：              印  

児童氏名：                  

児童から見た続柄：              
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別表 

受領する費用の種類 支払を求める理由 金額 

延長保育料  
延長保育に要する費用の一部を御

負担いただくもの 

利用する延長保育時間 

３０分につき 

月額   １，０００円 

ただし、被保護世帯及び 

市民税非課税世帯は免除 

補食代 
延長保育時に提供する補食代を実

費で御負担いただくもの 
月額   １，５００円 

副食費 
幼児に提供する副食費を実費で御

負担いただくもの 

月額   ４，５００円 

ただし、年収３６０万円未

満相当世帯及び第３子（川

崎市が定める保育料と同じ 

考え方）以降は免除 

レンタル利用料 
園で過ごす衣類等、オムツ、主食

の費用を御負担いただくもの  
月額   ６，０００円 

園帽子代（乳児用） 
乳児が登降園又は園で使用する帽

子代を実費で御負担いただくもの 
１個   １，１７０円 

園帽子代（幼児用） 
幼児が登降園又は園で使用する帽

子代を実費で御負担いただくもの 
１個   １，０４０円 

自動車利用表 

お車での送迎時、駐車場を利用す

る際に車に掲示していただくカー

ド代として御負担いただくもの  

１枚     １００円 

×必要台数分 

（１台に１枚ご利用いただきます） 

その他 
実費の必要なことが生じた際に、 

実費を徴収させていただきます。 

レンタル帽子 １００円 

バス代、遠足等  

 

※令和８年１月現在  取引業者の都合で値上げする事があります。 

 

令和８年１月改訂 

 

 

 


